
 奈良県広域水道企業団職員の退職手当に関する規程施行規程をここに公布す

る。 

  令和７年３月３１日 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

奈良県広域水道企業団企業管理規程第２０号 

   奈良県広域水道企業団職員の退職手当に関する規程施行規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、奈良県広域水道企業団職員の退職手当に関する規程（令

和７年３月企業管理規程第２７号。以下「退職手当規程」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（給料月額） 

第２条 退職手当規程の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、

職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給

されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合においてその

者が受けるべき給料月額とする。 

（傷病の程度） 

第３条 退職手当規程第６条第２項、第７条第２項、第８条第１項及び第２項

に規定する傷病は、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第４７条

第２項に規定する障害等級に該当する程度の状態にある傷病とする。 

（退職手当規程第７条第１項に規定するその者の事情によらないで引き続い

て勤続することを困難とする理由により退職した者） 

第４条 退職手当規程第７条第１項に規定するその者の事情によらないで引き

続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で企業長が定めるも

のは、次に掲げる者とする。 

(1) １１年以上２５年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧奨

を受けて退職した者 

(2) １１年以上２５年未満の期間勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて

退職した者 

（退職手当規程第８条第１項に規定するその者の事情によらないで引き続い

て勤続することを困難とする理由により退職した者） 

第５条 退職手当規程第８条第１項に規定するその者の事情によらないで引き

続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で企業長が定めるも

のは、次に掲げる者とする。 

(1) ２５年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した  

 者 



(2) ２５年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者 

（勧奨の要件） 

第６条 第４条第１号又は前条第１号に規定する者に係る勧奨は、その事実に

ついて、次条及び第８条に規定する記録が作成されたものでなければならな

い。退職手当規程第６条第１項に規定する者のうち、その者の非違によるこ

となく勧奨を受けて退職する者であることにより同条第２項の規定に該当し

ないものに係る当該勧奨についても、同様とする。 

（作成者） 

第７条 勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。 

（勧奨の記録の記載事項等） 

第８条 勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 氏名及び生年月日 

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間 

(3) 退職の日における所属、職名、給料月額及び年齢 

(4) 勧奨を行った年月日及びその理由 

(5) 勧奨に対する職員の応諾の年月日 

(6) その他参考となるべき事項 

２ 勧奨の記録の様式は、別記様式とする。 

３ 勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなけれ

ばならない。 

（保管） 

第９条 勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。 

２ 勧奨の記録は、５年間保管しなければならない。 

（公務又は通勤によることの認定の基準） 

第１０条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は

通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補

償法（昭和４２年法律第１２１号）の規定により職員の公務上の災害又は通

勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなけ

ればならない。 

（基礎在職期間） 

第１１条 退職手当規程第９条第２項に規定する企業長が定める者は、同規程

第２０条第１項に規定する県設立一般地方独立行政法人役員又は第１７条第

６項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員とする。 

２ 退職手当規程第９条第２項第７号に規定する企業長が定める在職期間は、

次に掲げる在職期間とする。 



(1) 第１７条第３項に規定する再び職員となった者の同項に規定する他の団

体職員等としての引き続いた在職期間 

(2) 第１７条第４項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員とし

ての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公

社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員として

の引き続いた在職期間 

(3) 第１７条第５項に規定する場合における先の他の団体職員等としての引

き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の

他の団体職員等としての引き続いた在職期間 

(4) 第１７条第６項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職

員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続

いた在職期間 

(5) 第１７条第７項に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続

いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間 

(6) 第１７条第８項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一

般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地

方公務員としての引き続いた在職期間 

(7) 第１７条第９項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定公

庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた

在職期間 

(8) 第１７条第１０項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員と

しての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き

続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期

間 

(9) 第１８条第２項第１号に規定する再び職員となった者の同項に規定する

先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員

以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立

行政法人等職員としての引き続いた在職期間 

(10)第１８条第２項第２号に規定する再び職員となった者の同項に規定する

先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引

き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間 

(11)第１８条第２項第３号に規定する場合における職員以外の地方公務員と

しての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての

引き続いた在職期間 

(12)第１８条第２項第４号に規定する場合における国家公務員としての引き



続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間 

(13)第１８条第２項第５号に規定する場合における先の特定一般地方独立行

政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員として

の引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての

引き続いた在職期間 

(14)第１８条第２項第６号に規定する場合における先の特定公庫等職員とし

ての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後

の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間 

 (15)退職手当規程第１９条第第１項に規定する場合における同規程第２０条

第１項に規定する県設立一般地方独立行政法人に使用される者として在職

した後引き続き同項に規定する県設立一般地方独立行政法人役員として在

職した場合の当該役員としての在職期間 

(16)退職手当規程第１９条第４項本文に規定する場合における移行型一般地

方独立行政法人の職員としての在職期間（当該移行型一般地方独立行政法

人の職員として在職した後引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の役

員として在職した場合の期間を含む。） 

（定年前早期退職者の範囲） 

第１２条 退職手当規程第１０条に規定する企業長が定める者は、第５条第２

号に掲げる者とする。 

（退職手当規程第１４条第１項に規定する休職月等） 

第１３条 退職手当規程第１４条第１項に規定する企業長が定める休職月等は、

次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。 

(1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の５第１項に規定

する自己啓発等休業（退職手当規程第２１条第２項の規定により読み替え

て適用する同規程第１６条第４項に規定する場合に該当するものを除く。

）若しくは同法第２６条の６第１項に規定する配偶者同行休業により現実

に職務に従事することを要しない期間又は地方公営企業等の労働関係に関

する法律（昭和２７年法律第２８９号）第６条第１項ただし書に規定する

事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しな

い期間のあった休職月等（次号及び第３号に規定する現実に職務に従事す

ることを要しない期間のあった休職月等を除く。） 当該休職月等 

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２

条第１項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しな

い期間（当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月までの期間に

限る。）又は同法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務（同法第１７



条の規定による短時間勤務を含む。）により現実に職務に従事することを

要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた退職手当規程第

１４条第１項各号に掲げる職員の区分（以下「職員の区分」という。）が

同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ご

とにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の３分の１に

相当する数（当該相当する数に１未満の端数があるときは、これを切り上

げた数）になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分

が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等 

(3) 第１号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要

しない期間のあった休職月等（前号に規定する現実に職務に従事すること

を要しない期間のあった休職月等を除く。） 退職した者が属していた職

員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の

休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の

２分の１に相当する数（当該相当する数に１未満の端数があるときは、こ

れを切り上げた数）になるまでにある休職月等、退職した者が属していた

職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等 

（基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い） 

第１４条 退職した者の基礎在職期間に退職手当規程第９条第２項第２号から

第７号までに掲げる期間（以下「特定基礎在職期間」という。）が含まれる

場合における同規程第１４条第１項並びに前条及び次条の規定の適用につい

ては、その者は、企業長の定めるところにより、当該特定基礎在職期間に連

続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務

と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。 

（職員の区分） 

第１５条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者

の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に

含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の下欄に掲げるその者の当

該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属し

ていたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの

表の下欄に掲げる２以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月に

おいて、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員

の区分に属していたものとする。 

（調整月額に順位を付す方法等） 

第１６条 前条（第１４条の規定により職員として在職していたものとみなさ

れる場合を含む。）後段の規定により退職した者が同一の月において２以上



の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、

当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属し

ていたものとする。 

２ 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職

期間の末日に属する月に近い月に係るものを先順位とする。 

３ 退職した者の基礎在職期間に地方公務員法第２６条の３の規定により高齢

者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間（以下「高齢者部分休業期間

」という。）がある場合における退職手当規程第１４条第１項の規定の適用

については、職員の区分が同一の月ごとにそれぞれその最初の高齢者部分休

業期間の属する月から順次に数えてその高齢者部分休業期間の２分の１に相

当する数（当該相当する数に１月未満の端数があるときは、これを切り上げ

た数）になるまでの月を基礎在職期間から除く。 

（他の団体職員等として引き続いた在職期間の計算） 

第１７条 職員以外の地方公務員（常時勤務に服することを要するもの（退職

手当規程第２条第２項に規定する支給対象非常勤職員（以下「支給対象非常

勤職員」という。）を含む。）に限る。）又は国家公務員（国家公務員退職

手当法（昭和２８年法律第１８２号）第２条第１項に規定する者をいう。以

下同じ。）（以下「他の団体職員等」と総称する。）が退職した場合（同規

程第２５条第１項各号のいずれかに該当する場合に相当する場合を除く。）

において、その者が退職の日又はその翌日に再び当該他の団体職員等となっ

たときは、同規程第１６条第５項において準用する同条第１項及び第２項の

規定によるその者の他の団体職員等としての引き続いた在職期間の計算につ

いては、引き続いて在職したものとみなす。 

２ 退職手当規程第１６条第５項の場合において、他の団体職員等が退職によ

り法令その他の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているとき

は、当該給与の計算の基礎となった在職期間（国家公務員退職手当法第２条

第１項に規定する者が退職手当に相当する給与の支給を受けている場合にお

いて当該給与の支給が昭和２１年６月３０日以前に係るものであるとき、又

は職員以外の地方公務員が退職手当に相当する給与の支給を受けている場合

において当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方

公共団体の退職手当に関する規程又は特定地方独立行政法人（地方独立行政

法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地方独立

行政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第４８条第２

項又は第５１条第２項に規定する基準をいう。以下同じ。）において明確に

定められていないときは、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月



額で除して得た数に１２を乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた数）に相当する月数）は、その者の他の団体職員等としての引

き続いた在職期間には、含まないものとする。 

３ 職員が退職手当規程第３２条第２項の規定により退職手当を支給されない

で他の団体職員等となり、引き続き他の団体職員等として在職した後、同規

程第１６条第５項に規定する事由によって引き続いて職員となった場合にお

いては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から他の団体職員等と

しての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の他の団体職員等とし

ての引き続いた在職期間として計算する。 

４ 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「地方公共団体等」と

いう。）で退職手当に関する規程又は退職手当の支給の基準において、当該

地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員

又は一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法第５５条に規定する一般地

方独立行政法人をいう。以下同じ。）、地方住宅供給公社法（昭和４０年法

律第１２４号）に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和４５年

法律第８２号）に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法

律（昭和４７年法律第６６号）に規定する土地開発公社（以下「地方公社」

という。）若しくは公庫等（国家公務員退職手当法第７条の２第１項に規定

する公庫等をいう。以下同じ。）（以下「一般地方独立行政法人等」という。

）に使用される者（役員及び常時勤務に服しない者を除く。以下「一般地方

独立行政法人等職員」という。）が、任命権者若しくはその委任を受けた者

又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引

き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等

以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独

立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての

勤続期間に通算することと定めているものの公務員（以下「特定地方公務員

」という。）が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続い

て一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を

含む。以下この項において同じ。）に関する規程において、地方公務員又は

他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者

又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引

き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場

合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を

当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に

通算することと定めているものに使用される者（役員及び常時勤務に服する



ことを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」

又は「特定地方公社職員」という。）となるため退職し、かつ、引き続き特

定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続

いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方

公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の

職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外

の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の他の

団体職員等としての引き続いた在職期間として計算する。 

５ 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要

請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務

員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受

けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されない

で、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は

他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用され

る者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者（役

員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」

という。）となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職し

た後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、

引き続き他の団体職員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合

においては、先の他の団体職員等としての引き続いた在職期間の始期から後

の他の団体職員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の

他の団体職員等としての引き続いた在職期間として計算する。 

６ 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員（

以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。）が、一般地方独立行政

法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、

引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場

合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期

間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期まで

の期間をその者の他の団体職員等としての引き続いた在職期間として計算す

る。 

７ 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるた

め退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員とな

った場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期か

ら国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の他の

団体職員等としての引き続いた在職期間として計算する。 



８ 職員が、任命権者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となる

ため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職し

た後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外

の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先

の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員として

の引き続いた在職期間の終期までの期間はその者の他の団体職員等としての

引き続いた在職期間として計算する。 

９ 職員が任命権者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、

引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため

退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となっ

た場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公

務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の他の団体職員

等としての引き続いた在職期間として計算する。 

１０ 移行型一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法第５９条第２項に規

定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の成立の日の前日

に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方

独立行政法人職員となった者に対する第４項の規定の適用については、同条

第２項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請

に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。 

（一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算） 

第１８条 特定一般地方独立行政法人等職員が退職した場合（退職手当規程第

２５条第１項各号のいずれかに該当する場合に相当する場合を除く。）にお

いて、その者が退職の日又はその翌日に再び当該特定一般地方独立行政法人

等職員となったときは、同規程第１９条第３項において準用する同規程第１

６条第１項及び第２項の規定によるその者の特定一般地方独立行政法人等職

員としての在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。 

２ 退職手当規程第１９条第３項に規定する企業長が定める特定一般地方独立

行政法人等職員としての在職期間の計算については、次の各号に掲げる期間

を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものと

する。 

(1) 職員が任命権者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等

職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員

として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引

き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立

行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政



法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、

先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行

政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間 

(2) 職員が任命権者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退

職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公

務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き

続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等

職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の

職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての

引き続いた在職期間 

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引

き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き

続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員と

なった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期

間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期

間の終期までの期間 

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続

いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員と

して在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員とし

ての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在

職期間の終期までの期間 

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に

応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定

地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等

職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員

として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続い

て職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員と

しての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職

員としての引き続いた在職期間の終期までの期間 

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となる

ため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び

特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として

在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員

となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期

間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期まで



の期間 

（奈良県設立一般地方独立行政法人役員から復帰した職員の在職期間の計算

） 

第１９条 奈良県が設立した一般地方独立行政法人で、退職手当（これに相当

する給与を含む。以下この項において同じ。）に関する規程において、職

員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、退職手当を支給され

ないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人の役員となった場合に、職

員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人の役員としての勤続期間

に通算することを定めているものの役員（常時勤務に服することを要しな

い者を除く。以下「県設立一般地方独立行政法人役員」という。）が退職

した場合（退職手当規程第２５条第１項各号のいずれかに該当する場合に

相当する場合を除く。）において、その者が退職の日又はその翌日に再び

当該県設立一般地方独立行政法人役員となったときは、同規程第２０条第

３項において準用する同規程第１６条第１項及び第２項の規定による県設

立一般地方独立行政法人役員としての在職期間の計算については、引き続

いて在職したものとみなす。 

（退職手当規程第２３条第１項に規定する企業長が定める者） 

第２０条 退職手当規程第２３条第１項に規定する企業長が定める者は、次の

とおりとする。 

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職

した者 

(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となっ

たため退職した者 

(3) 地方公務員法第２８条第１項第２号の規定による免職の処分を受けた者 

(4) 公務上の傷病により退職した者 

(5) その他の非違によることなく勧奨を受けて退職した者 

（退職手当規程第２３条第１項に規定する企業長が定める理由） 

第２１条 退職手当規程第２３条第１項に規定する企業長が定める理由は、次

のとおりとする。 

(1) 疾病又は負傷（退職手当規程第２３条第８項第３号の規定により傷病手

当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又

は負傷を除く。） 

(2) 前号に掲げるもののほか、企業長がやむを得ないと認めるもの。 

（退職手当規程第２３条第４項に規定する企業長が定める事業） 

第２２条 退職手当規程第２３条第４項に規定する企業長が定める事業は、次



の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、３

０日を経過する日が、退職手当規程第２３条第１項に規定する雇用保険法

（昭和４９年法律第１１６号）第２０条第１項を適用した場合における同

項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後

であるもの 

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法第５６条

の３第１項第１号イに該当する者に係る就業促進手当又は同号ロに該当す

る者に係る就業促進手当（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３

号）第８３条の４第１項に規定する就業促進定着手当を除く。）に相当す

る退職手当の支給を受けたもの 

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができな

いと企業長が認めたもの 

（退職手当規程第２３条第４項に規定する企業長が定める職員） 

第２３条 退職手当規程第２３条第４項に規定する企業長が定める職員は、次

の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 退職手当規程第２３条第１項に規定する退職の日以前に同条第４項に規

定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員 

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして企業長が認めた職員 

（退職手当規程第２３条第７項第２号に規定する企業長が定める者） 

第２４条 退職手当規程第２３条第７項第２号に規定する企業長が定める者の

うち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。 

(1) 雇用保険法第２４条の２第１項第１号に掲げる者に相当する者 退職職

員（退職した退職手当規程第２条に規定する職員をいう。以下この項にお

いて同じ。）であって、同法第２４条の２第１項第１号に掲げる者に該当

するもの 

(2) 雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者 退職職

員であって、その者を同法第４条第１項に規定する被保険者と、その者が

退職の際勤務していた奈良県広域水道企業団の事務を同法第５条第１項に

規定する適用事業とみなしたならば同法第２４条の２第１項第２号に掲げ

る者に該当するもの 

(3) 雇用保険法第２４条の２第１項第３号に掲げる者に相当する者 退職職

員であって、その者を同法第４条第１項に規定する被保険者と、その者が

退職の際勤務していた奈良県広域水道企業団の事務を同法第５条第１項に

規定する適用事業とみなしたならば同法第２４条の２第１項第３号に掲げ



る者に該当するもの 

２ 退職手当規程第２３条第７項第２号イに規定する企業長が定める者は、前

項第２号に定める者とする。 

（退職手当規程第２３条の規定による退職手当の支給を受けるための証明書

の様式等） 

第２５条 退職手当規程第２３条の規定による退職手当の支給を受けるために

必要な申出並びに証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な

事項については、国家公務員が退職した場合に、国家公務員退職手当法第１

０条の規定による退職手当の支給を受ける場合の例による。 

（退職手当の支給制限） 

第２６条 退職手当規程第２５条第１項並びに第２７条第１項及び第２項の規

定による退職手当の支給制限に関し必要な事項については、国家公務員退職

手当法第１２条第１項並びに第１４条第１項及び第２項の規定による国家公

務員の退職手当の支給制限の例による。 

（退職手当の支払の差止め) 

第２７条 退職手当規程第２６条第４項の規定による支払差止処分の取消しの

申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、支払差止処分に関し必要な事項については、国

家公務員退職手当法第１３条第１項から第３項までの規定による一時差止処

分の例による。 

（退職手当の返納） 

第２８条 退職手当規程第２８条第１項及び第２９条第１項の規定による退職

手当の返納に関し必要な事項については、国家公務員退職手当法第１５条第

１項及び第１６条第１項の規定による国家公務員の退職手当の返納の例によ

る。 

（退職手当相当額の納付） 

第２９条 退職手当規程第３０条第１項から第５項までの規定による退職手当

相当額の納付に関し必要な事項については、国家公務員退職手当法第１７条

第１項から第５項までの規定による国家公務員の退職手当相当額の納付の例

による。 

（口座振込） 

第３０条 退職手当は、任命権者が必要と認めたときは、職員の申出によりそ

の全額をその者の預金口座への振込の方法により支給することができる。 

２ 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。 

３ 前項の書面には、振込を受ける預金口座その他振込の実施に必要な事項を



記載しなければならない。 

３ 前項の書面には、振込を受ける預金口座その他振込の実施に必要な事項を

記載しなければならない。 

（その他） 

第３１条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。 

   附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 



別表（第１５条関係） 

第１号区分 (1) 奈良県広域水道企業団職員の給与に関する規程（令和７年

３月企業管理規程第１７号）の給料表（他の規程において、

引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）の適用を

受けていた者（以下「給料表適用者」という。）でその属す

る職務の級が９級であったもの 

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして企業長が定めるもの 

第２号区分 (1) 給料表適用者でその職務の級が８級であったもの 

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして企業長が定めるもの 

第３号区分 (1) 給料表適用者でその職務の級が７級であったもの 

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして企業長が定めるもの 

第４号区分 (1) 給料表適用者でその職務の級が６級であったもの 

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして企業長が定めるもの 

第５号区分 (1) 給料表適用者でその職務の級が５級であったもの 

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして企業長が定めるもの 

第６号区分 (1) 給料表適用者でその職務の級が４級であったもの 

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして企業長が定めるもの 

第７号区分 (1) 給料表適用者でその職務の級が３級であったもの 

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして企業長が定めるもの 

第８号区分 第１号区分から第７号区分までのいずれの職員の区分にも属し

ないこととなる者 

 



別記様式（第８条関係） 

勧 奨 退 職 の 記 録 

 

氏  名 

 

 

 

生年月日 

年  月  日 

（   歳） 

所 属 

職 名 

 採用年月日 

 

 

年  月  日 

 

退職年月日 

 

年  月  日 

給料月額         円 

（  級  号給） 

退職勧奨 

年 月 日 

 

年  月  日 

職員の 

応諾年月日 

 

年  月  日 

 

 

退職勧奨 

の理由 

 

 

 

 

 

参考事項 

 

 

 

 

作成者の職・氏名 

 

 

 


